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第4期沖縄県食品の安全安心推進計画の概要について

●策定の趣旨
沖縄県では、平成19年度に「沖縄県食品の安全安心の確保に関する条例」を施行し、食品の安
全安心確保に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、平成21年度から「沖縄県食品の安
全安心推進計画（以下、「推進計画」という。）を策定しています。
これまで、「第1期推進計画」（平成21年度～平成23年度）、「第2期推進計画」（平成24年度～

平成26年度）、「第3期推進計画」（平成27年度～令和元年度）を策定して、保健福祉・農林水
産・商工・教育関連部局において、食品の安全安心に関する多岐にわたる各種施策に取り組んで
います。
今般、第1期・第2期・第3期推進計画の成果や新たな課題を踏まえて、令和2年度から令和6年
度までを計画期間とする「第4期推進計画」を策定しました。

●基本理念
１　生産から消費に至る各段階での食品の安全性の確保

県民の健康の保護が最も重要という基本的認識の下、農林水産物の生産から食品の販
売・消費に至る一連の食品供給行程の各段階において、科学的知見に基づいた食品の安全
性を確保します。

２　正しく分かりやすい情報提供の促進 　
行政機関、研究機関や食品関連事業者からの情報や監視指導結果、各種調査結果等の情
報を含めた、幅広い情報についてホームページ等を活用し、県民に分かりやすく提供する
ように努めます。

●沖縄県における食品の安全安心に関する計画の策定経過

平成27～令和元年度

安全安心確保に関する推進体制

●沖縄県では、食品の安全安心に関して、副知事を本部長とする「沖縄県食品の安全安心推進本
部（以下、「推進本部」という。）を設置して、全庁的に取り組みます。
●消費者、生産者、流通業者、食品営業者、学識経験者で構成する「沖縄県食品の安全安心懇話
会」を開催して、広範な分野の意見を聴取し、施策に反映します。
●第４期推進計画に基づく施策の実施状況を毎年度、推進本部にて検証を行い、実施状況を公表
します。

県民（消費者） 食品関連事業者
◯食品の安全安心に関する知識
と理解を深め、各種施策に対
し意見表明に努める役割

◯食品の安全安心の確保について、第一義的責任を有
し、適切な措置を講ずる責務
◯正確な情報の提供に努める責務
◯必要な情報の記録及び保存に努める責務
◯県が実施する施策に協力する責務

意見交換

安全安心な
食品の提供

意見交換
情報提供

県内各市町村
連携

沖縄県
食品の安全安心推進本部

本 部 長：副知事
副本部長：保健医療部長
本 部 員：子ども生活福祉部長・農林水産部長
　　　　　商工労働部長・教育長
幹 事 課：１３課

意見
聴取 沖縄県食品

の安全安心
懇話会

「安全安心な食品の確保」「食品に対する安心感の提供」
に関する施策の推進

施策へ
反映国、各都道府県

監視・指導
試験研究

意見交換
情報提供

沖縄県食品の安全安心推進本部会 沖縄県食品の安全安心懇話会
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●食に対する安心を得るためには、科学的な根拠に基づいた食品の安全性が確保されている
ことに加えて、そのことに対する信頼の確立が必要になります。
そのため、県では、食品への安心感を定着させるために、次の２つの施策目標を掲げて、各基本
施策を推進します。

　施策目標Ⅰ 安全安心な食品の確保

　生産から流通、消費に至る各段階において、適切な安全管理や危機管理上の措置等を講
じ、科学的知見に基づいた総合的な対策が実施できる具体的な施策を推進し、安全安心な食
品を確保します。
　施策としては、「施策１ 生産・出荷段階における安全安心の確保」、「施策２ 製造・加工・
調理・流通・販売・消費段階における安全安心の確保」、「施策３ 食品の安全性確保のため
の体制の充実」の３施策とします。

　施策目標Ⅱ　食品に対する安心感の提供

　県民が食品の安全性について理解を深め、食品を正しく選択し利用できるように、食品の
安全性に関する情報を正確で分かりやすく提供し、食品に対する安心感の定着を目指しま
す。また、県産食品の安全性を確保し、地産地消、優良県産品の推奨を行います。施策として
は、「施策４ 食品の安全性に関する理解促進」、「施策５ 安全安心な県産食品の推奨」、「施策
６ 食品の安全性に関する情報の提供、公開、意見交換の推進」の３施策とします。

●施策目標Ⅰで４０項目、施策目標Ⅱで８項目、合計４８項目の目標を掲げて、各項目に目
標値を設定して、個別の取り組みを実施していきます。

生産

野菜・果物・
肉・卵・魚介類 調理

包装
冷凍

仲卸売業
小売店

大手スーパー

加工食品
冷凍食品 外食産業

消費者

農業・畜産業・水産業 食品製造業・小売業・卸売業
外食産業・集団給食施設
学校給食調理施設

家庭
地域・各種団体
学校等

農・畜・水産物

加工・調理・販売 消費

適正使用
の促進

衛生的な取り扱い
の促進

衛生教育

肥料・農薬・
動物用医療品・飼料

調味料
添加物

第４期推進計画の目標
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第４期推進計画の目標 施　策　の　体　系

施策目標Ｉ　安全安心な食品の確保　（40項目）

施策目標ＩＩ　食品に対する安心感の提供　（８項目）

施策１　生産・出荷段階における安全安心の確保　（17項目）
●安全な農産物・畜産物・水産物を提供するため、生産・出荷段階における監視指導
などの取り組みを実施します。

施策２　製造･加工･調理･流通･販売･消費段階における安全安心の確保　（17項目）
●食品関連事業者への衛生管理や食品表示に関する監視指導や講習会の開催、流通食
品の安全性を図るための収去検査、給食施設の点検などを実施します。

施策３　食品の安全性確保のための体制の充実　（６項目）
●県産農産物栽培の化学肥料低減のための試験研究、家畜の疾病究明、食品衛生検査
施設の業務管理などを行い、安全性確保のための調査研究及び体制を整備します。

施策４　食品の安全性に関する理解促進　（４項目）
●消費者が食品に関する正しい知識を身につけ、自らの判断で安全な食品を選択でき
るようなイベントの開催や、学習する機会を提供します。

施策５　安全安心な県産食品の推奨　（1項目）
●優良県産品推奨制度の活用を促進し、優良県産品推奨製品の展示・宣伝等を行い、
優良県産品の普及啓発を図ります。

施策６　食品の安全性に関する情報の提供、公開、意見交換の推進　（３項目）
●食中毒や自主回収情報などの発信や、行政と食品関連事業者や消費者との意見交換
などを通じて、食品の安全性に関する正しい情報を提供します。
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施 策 の 体 系 図
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